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☆特許及び商標分野の韓国大法院判決の
　流れと変化（下） …………………………… ⑴

ロ．商標の使用と一般需要者の認識

大法院2013年２月28日言渡2012後3206判決は
「不使用に起因する商標登録取消審判制度は、登
録商標の使用を促進する一方で、その不使用に対
して制裁を加えようとするところにその目的があ
るので、商標法第73条第１項第３号、第４項に規

定する『登録商標の使用の有無』の判断において
は、商標権者またはその使用権者が自他商品の識
別表示として使用する意思に基づき登録商標を使
用したものとみなすことができるかどうかが問題
になるだけであって、一般需要者や取引者がこれ
を商品の出所表示として認識できるかどうかは、
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登録商標の使用の有無の判断に影響を及ぼす事由
にならない。」としたのに対し、権利範囲確認審判
における確認対象標章については、「権利範囲確
認審判では、確認対象標章について、その標章と
同一又は類似の登録商標の商標権の効力が及ぶか
どうかを、取引上の商品出所の誤認・混同のおそ
れがあるかどうかによって確定するので、そもそ
も一般需要者や取引者は確認対象標章を装飾用の
デザインとして認識するだけであって、商品の出
所表示として認識することが難しいなら、確認対
象標章が商標として使用されたものとみなすこと
はできない。」と判示して、商標の使用と、その点
に対する一般需要者の認識の必要性の有無は商標
法が適用される局面に応じて異なって適用される
法理を判示したという点で、意義がある。

３．商標権の濫用と権利範囲確認審判

イ．商標権の権利濫用

（大法院2012年10月18日言渡2010Da10300

全員合議体判決）

従来の大法院は、商標登録を無効にするという
審決が確定する前は、法院が商標権侵害訴訟など
で登録商標の権利範囲を否定することはできない
という趣旨を判示している69。これらの判決を覆
した大法院2012年10月18日言渡2010Da10300全員
合議体判決は「登録商標に対する登録無効審決が
確定する前であっても、その商標登録が無効審判
により無効にされるものであることが明らかな場
合には、その商標権に基づく侵害禁止や損害賠償
などの請求は、特段の事情がない限り権利濫用に
該当して認められないとしなければならず、商標
権侵害訴訟を担当する法院としても、商標権者の
かかる請求が権利濫用に該当するという抗弁があ
る場合は、その当否を判断するための前提として、
商標登録が無効かどうかについて審理・判断する
ことができるとする」と判示して、特許事件での
大法院2012年１月19日言渡2010Da95390全員合議
体判決と同様の概念70で、商標権の行使について
も権利濫用の法理を拡大し、その基準を提示した71。

韓国はサイムダン家具事件から始まり、商標権
の不当な行使に対する権利濫用の法理を認めた事
例が多数あった。より具体的には、先使用商標が

周知商標である場合、これらの先使用商標の使用
者に商標権者が権利行使をすることが権利濫用に
該当すると判断した傾向から、先使用商標が周知
商標でなくても先使用商標を模倣して商標登録を
受けた商標権者の権利行使が信義則あるいは社会
秩序に反する商標権の行使であるため、権利濫用
に該当するという判断法理を主に適用する傾向へ
と、当事者の主張と法院の判断内容が変わってき
た72。しかし、商標登録に無効事由があることを
理由に、その権利行使を権利濫用とみなしたのは、
本判決が初めてであり、この点で、本判決は特許
権の権利濫用に関する大法院2010Da95390判決と
軌を一にしていると評価できる。

ロ．権利範囲確認審判の審理と登録商標の識別力の

判断基準時

（大法院2014年３月20日言渡2011Hu3698全

員合議体判決）

大法院2014年３月20日言渡2011Hu3698全員合議
体判決は、識別力のない商標が過誤登録された後
に使用によって識別力を獲得した登録商標に対す
る権利範囲確認審判に関するものである。この全
員合議体判決は大きく２つの観点で非常に重要な
意味を持つ。①一つは、権利範囲確認審判で商標
の登録無効事由があるかどうかを先決問題として
確かめ、その結果に基づいて審理をするかという
問題であり73、②もう一つは、登録時は識別力が
なかったが、登録後使用により識別力を獲得した
場合の権利範囲確認審判で、識別力の判断基準時
をいつにするかという問題に関するものである。

議論に先立ち、識別力のない商標が過誤登録
されたが登録後使用により識別力を獲得した場合、
考えられる問題は、無効事由が事後的に解消され
たかである。登録時は識別力が認められていな
かったので、無効審判によりその登録が無効とさ
れるべきか、それとも事後的に識別力を獲得した
ので、無効になったとしても再度商標登録を受け
ることができるため、これをあえて無効事由とす
る必要がないとするかどうかの問題である74。こ
れに対して韓国の大法院は、いわゆる「芸術の殿
堂」の名称の使用紛争事件で商標登録決定時に使
用による識別力を獲得できなかったのでその登録


